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（議事日程） 

日程第１   諸般の報告 

日程第２   町長提出 議案第４号ないし第４５号 

       （委員長報告、質疑、討論、採決） 

日程第３   各常任委員会及び議会運営委員会所管事務調査事項の 

       閉会中の継続審査の件 

 

（  開  議  ） 

林  一夫議長 これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

 

日程第１．諸  般  の  報  告 
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林  一夫議長 日程に入り、諸般の報告を行います。 

諸般の報告は、お手元に配布のとおりであります。 

諸般の報告を終わります。 

 

日程第２．町長提出 議案第４号ないし第４５号 

（ 委員長報告、質疑、討論、採決 ） 

林  一夫議長 続いて、町長提出 議案第４号ないし第４５号を一括して議題といたし

ます。 

        以上の各案の、委員会における審査の経過及び結果について、委員長の

報告を求めます。 

        総務常任委員長 越後 敏明 君。 

越後 敏明総務 はい、議長。 

常 任 委 員 長 総務常任委員長報告をいたします。 

 今定例会において、総務常任委員会に付託されました、議案１１件につ

いて、１７日委員会を開催し、町執行部及び関係職員の出席を求めて審査

いたしましたので、その経過並びに結果についてご報告申し上げます。 

まず、議案第４号「一般会計補正予算（第７号）」については、歳入で

能登半島地震に係る災害支援金の追加や電源立地地域対策交付金、普通交

付税を増額する一方で、各種事業の精算見込みに伴う町債の減額が主なも

ので、歳出では、各種事業費の減額分を財政調整基金や特別財政基金へ 

積立に充てるものが主なものとの説明を受け、採決の結果、全会一致を

もって可決すべきものと決しました。 

審議に際し委員からは、電源関係国庫補助金、能登半島地震に伴う国県

補助金などの財源充当額、洪水ハザードマップ作成費国県補助金や学校給

食費負担金の減額理由、支所業務の人員配置、地籍調査事業の今後の動向

について質問がなされ、担当課長から詳細な説明を受けるとともに、定員

適正化計画に基づいた各世代の採用を図りながら行政改革を進めていって

もらいたいとの要望もありましたので併せて申し添え致します。 

次に、議案第１０号「ケーブルテレビ事業特別会計補正予算（第   

１号）」については、光ファイバーケーブルの電柱添架に伴い増額するも
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のとの説明を受け、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決し

ました。 

審議に際し委員からは、電柱の使用料などについて質問がなされ、担当

課長から詳細な説明を受けております。 

続いて、議案第１３号「町長の専決処分事項の指定に関する条例」につ

いては、町長の専決処分することができる、町の義務に属する損害賠償の

額を定める条例の制定を行うものとの説明を受け、採決の結果、全会一致

をもって可決すべきものと決しました。 

審議に際し委員からは、対象となる損害賠償について質問がなされ、 

担当課長から説明を受けております。 

次に、議案第１４号「地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴

う関係条例」については、法改正に伴い、育時短時間勤務制度が創設され

たことにより、条例の整備をするものとの説明を受け採決の結果、全会 

一致をもって可決すべきものと決しました。 

審議に際し委員からは、勤務時間に応じた給与の支給について質問がな

され、担当課長から詳細な説明を受けております。 

続いて、議案第１５号「職員の自己啓発休業に関する条例」については、

職員の身分を保有しつつ、修学や国際貢献活動のために、職務に従事しな

い休業制度の条例を制定するものとの説明を受け、採決の結果、全会一致

をもって可決すべきものと決しました。 

審議に際し委員からは、修学や貢献活動したことが生かされるような 

職員の配置・配慮願いたいとの要望もありました。 

次に、議案第１６号「自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係 

条例」については、改正された自治法に関連する条例の表記を削除するも

のとの説明を受け、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決し

ました。 

続いて、議案第１７号「ケーブルテレビ施設条例」については、ケーブ

ルテレビ事業における業務内容等所要の事項を定めるため、条例を制定す

るものとの説明を受け、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと

決しました。 
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審議に際し委員からは、広告又は宣伝放送の方針などについて質問がな

され、担当課長から詳細な説明を受けております。 

次に、議案第２０号「課制条例の改正」については、行政情報発信体制

の一元化を図るとともに、高度情報化の推進に資するため改正を行うもの

との説明を受け、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しま

した。 

続いて、議案第２１号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の改正」については、児童生徒の健康課題に対応する学校

医等について、報酬額を引き上げるものとの説明を受け、採決の結果、 

全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

審議に際し委員からは、児童生徒の規模による報酬の取扱いについて 

質問がなされ担当者から詳細な説明を受けております。 

次に、議案第２９号及び第３０号は、「工事請負契約の変更」について

であり、１９年第４回定例会及び１９年第１回臨時会において議決した 

工事請負契約に係るものであります。 

まず、議案第２９号は、ケーブルテレビ整備工事（施設装置設置工事）

で、今回の変更は、放送のデジタル化など時代の潮流に対応するため、 

番組送出に係る設備をデジタルハイビジョン仕様に変更するものであり、

議案第３０号は、公共下水道事業富来浄化センター土木・建築工事で、今

回の変更は、流入管布設箇所の地下水位が高いため、工法の変更及び工事

の施工上、敷き鉄板の増工に伴うものとの説明を受け、それぞれ採決の 

結果、いずれも全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

審議に際し委員からは、当初から見込むことのできるものは設計段階か

ら取り入れ、変更する場合には当初契約の設計を検証すべきとの要望もあ

りました。 

その他にケーブルテレビ整備事業の進捗状況や同事業の繰越となる内容

について、担当課長より詳細な説明を受けました。 

以上、総務常任委員長報告といたします。 

林  一夫議長 教育民生常任委員長 橘  照茂 君。 

橘  照茂教育 はい、議長。 
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民生常任委員長 教育民生常任委員長報告をいたします。 

今定例会において、教育民生常任委員会に付託されました議案について、

１３日、委員会を開催し、町執行部及び関係職員の出席を求めて審査いた

しましたので、その経過並びに結果についてご報告申し上げます。 

まず、議案第４号「一般会計補正予算（第７号）」につきましては、 

民生費では保育所運営経費、能登半島地震災害援護資金事業費、衛生費で

水道事業会計繰出金、教育費では小学校施設整備事業などを減額し、消防

費で非常備消防一般経費を増額するなど事業費の精算見込みに伴う補正が

主なものとの説明を受け、採決の結果、全会一致をもって、可決致しまし

たことを報告いたします。 

審議に際し委員からは、臨時保育士等の当初見込み人員や公民館職員の

業務分担についての質問がなされ、担当課長から詳細に説明を受けるとと

もに、予算措置するときには、適正な人員配置計画を立て業務に支障をき

たすことのない様にとの要望もありましたので申し添え致します。 

次に、議案第５号「国民健康保険特別会計補正予算（第４号）」につき

ましては、医療費の増額及び拠出金額や納付金額の確定により増額するも

のとの説明を受け、採決の結果、全会一致をもって、可決すべきものと決

しました。 

審議に際し委員からは、４月からの医療制度改革による「特定健診・特

定保健指導」の内容についての質問があり、担当課長より詳細な説明を受

けております。 

続いて、議案第９号「介護保険特別会計補正予算（第３号）」について

は、事業の確定見込みによる人件費の減額をするものとの説明を受け、 

採決の結果、全会一致をもって、可決すべきものと決しました。 

次に、議案第１２号「町立富来病院事業会計補正予算（第３号）」につ

いては、収益的収支で院外処方を導入したことによる減額や資本的収入で

寄付金、国庫補助金の受け入れによる増額を行うものとの説明を受け、 

採決の結果、全会一致をもって、可決すべきものと決しました。 

審議に際し委員からは、収支差引金額の今後の動向についての質問がな

され、事務長から詳細に説明を受けております。 
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続いて、議案第１８号「後期高齢者医療に関する条例」については、４

月から施行される後期高齢者医療制度の町が行う事務について条例を制定

するものとの説明を受け、採決の結果、全会一致をもって、可決すべきも

のと決しました。 

審議に際し委員からは、普通徴収に係る保険料について、当初から未納

が発生しないよう対応願いたいとの要望がありました。 

次に、議案第２２号「国民健康保険条例の改正」については、一部負担

金の割合、葬祭費の支給要件や保健事業に関する規定などの改正を行うも

のとの説明を受け、採決の結果、全会一致をもって、可決すべきものと決

しました。 

続いて、議案第２３号「国民健康保険税条例の改正」については、後期

高齢者医療制度の開始に伴い、その支援金分の賦課が必要となり税率を定

め、また、特別徴収を行うものとの説明を受け、採決の結果、全会一致を

もって、可決すべきものと決しました。 

次に、議案第２４号「介護保険条例の一部を改正する条例の改正」につ

いては、介護保険料の激変緩和措置を、２０年度においても 実施するた

め所要の改正をするものとの説明を受け、採決の結果、全会一致をもって

可決すべきものと決しました。 

続いて、議案第２５号「心身障害者医療費の助成に関する条例の改正」

については、高齢者の医療の確保に関する法律に伴い、後期高齢者医療制

度では任意加入となる一定の障害を持つ人に対して、同制度に加入したも

のとみなして算定し、償還払いとするものとの説明を受け、採決の結果、

全会一致をもって、可決すべきものと決しました。 

審議に際し委員からは、制度に加入しない方に対して、ひとり一人に 

アドバイスをすべきとの要望もありました。 

なお、今定例会の付託案件ではありませんが、完成に伴うショートステ

イと土田小学校耐震補強工事の現地視察を行い、施設の状況や工事の進捗

状況等について、担当課長より詳細な説明を受けました。 

以上、教育民生常任委員長報告といたします。 

林  一夫議長 産業建設常任委員長 冨澤 軒康 君。 
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冨澤 軒康産業 はい、議長。 

建設常任委員長 産業建設委員長報告をいたします。 

今定例会において、産業建設常任委員会に付託されました、議案１１件

について、１２日委員会を開催し、町執行部及び関係職員の出席を求め 

審査いたしましたので、その経過並びに結果についてご報告申し上げます。 

まず、議案第４号「一般会計補正予算（第７号）」につきましては、 

農林水産業費で、産地づくり対策事業の減額、商工費では、シ･オンや 

フローリィの管理運営経費の増額、土木費では町道・県道改良舗装事業や

まちづくり交付金事業、災害復旧費では能登半島地震に伴う農地農業用 

施設、漁業施設や道路河川の事業費などの減額が主なものとの説明を受け、

採決の結果、全会一致をもって、可決すべきものと決しました。 

審議に際し委員からは、農林土木関係事業費の精算見込みに伴う減額 

理由、県営都市計画街路事業の進捗状況、公営住宅建設事業に係る土地購

入費、シ･オンやフローリィの管理運営及び工業団地工場誘致奨励金の実

績等について質問がなされ、担当課長から詳細な説明を受けるとともに、

公営住宅建設について、町内の需要を調査の上、対応願いたいとの要望も

ありましたので併せて申し添え致します。 

次に、議案第６号「農業集落排水事業特別会計補正予算（第５号）」、 

議案第７号「公共下水道事業特別会計補正予算（第５号）」、議案第８号

「地域し尿処理施設整備事業特別会計補正予算（第５号）」については、

いずれも事業の完了に伴う精算見込みによる補正が主なものとの説明を 

受け、採決の結果、いずれも全会一致をもって、可決すべきものと決しま

した。 

審議に際し委員からは、農業集落排水事業の激甚災害指定に伴う国庫補

助金や処理場の運転管理委託について質問がなされ、担当課長から詳細な

説明を受けております。 

続いて、議案第１１号「水道事業会計補正予算（第５号）」については、

営業費用の修繕費や水道未普及地域解消事業の精算見込みにより減額する

ものなどが主なものとの説明を受け、採決の結果、全会一致をもって、 

可決すべきものと決しました。 
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次に、議案第１９号「とぎ実験農場条例」については、指定管理者制度

を導入するにあたり、管理施設として位置付けを行うものとの説明を受け、

採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

続いて、議案第２６号「特定地域合併処理浄化槽等の整備に関する条例

の改正」については、検査手数料の改定に伴い所要の改正を行うものとの

説明を受け、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

次に、議案第２７号「魚のいない水族館条例の廃止」及び議案第２８号

「富来女性センター条例の廃止」については、建物や施設設備の老朽化に

伴い多額の経費が予想されることや能登半島地震により被災し利用不可能

となったため、取り壊すものとの説明を受け、採決の結果、いずれも全会

一致をもって可決すべきものと決しました。 

審議に際し、委員からは関係団体や関係機関との協議などについて質問

がなされ、担当課長より詳細な説明を受けております。 

続いて、議案第３１号「町道路線の認定」については、先の第４回定例

会の時に現地調査を行い、認定要件に適合していることを確認済みであり、

雨谷線を新たに町道として認定し、道路行政の拡充を図るものとの説明を

受け、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

次に、議案第３２号「とぎ実験農場の指定管理者の指定」については、

財団法人志賀町公共施設等管理公社に指定するものとの説明を受け、採決

の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

審議に際し、委員からは管理公社を指定した場合、農場としての機能や

運営について質問がなされ、担当課長より詳細な説明を受けております。 

なお、その他にヤセの断崖整備工事の現況や周辺施設の状況、実験農場

での野菜・果樹の栽培計画やそれに伴う地産地消の取組並びに農林水産課

及び建設課所管の繰越予定の事業内容について、町長及び担当課長から説

明がありましたので報告致します。 

また、付託案件ではありませんが、町道認定要望個所として３路線の現

地確認を行っております。 

以上、産業建設常任委員長報告といたします。 

林  一夫議長 予算特別委員長 松浦 恒義 君。 
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松浦 恒義議員 はい、議長。 

予算特別委員長 予算特別委員長報告をいたします。 

今定例会において、町長から提出がありました平成２０年度の一般会計ほ

か１２会計の各予算について審査を行うため、去る７日に予算特別委員会

が設置されました。 

当委員会では、１０日及び１１日の２日間にわたり、町長をはじめ関係

職員の出席を求めて委員会を開催し、付託されました１３会計予算の全般

について、審査をいたしましたので、その経過並びに結果についてご報告

申し上げます。 

委員会の審査経過につきましては、議長を除く全議員をもって構成され

た特別委員会でありますので、詳細は省略させていただき、審査結果を 

報告いたします。 

平成２０年度一般会計予算については、対前年度比１４．８％減の予算

総額１４２億２千万円となっており、特別会計と水道事業及び富来病院事

業会計を合わせた１３会計で、総額２７０億３千万円余りとなっておりま

す。 

審査の結果、議案第３３号ないし第４５号の各会計予算については、 

いずれも全会一致をもって、それぞれ原案のとおり、可決すべきものと決

した次第であります。 

なお、執行部におかれては、委員会での審査の過程において、各委員か

ら出された貴重なご意見、要望等を十分に踏まえ、町民の負託に応えられ

るよう、適正かつ的確なる予算執行にあたられることを要望するものであ

ります。 

現在、地方財政は、税制改正を受けて地方への税源移譲が実施をされ、 

地方分権の財政面における改革であった「三位一体の改革」が評価段階を

迎えたところでありますが、地方財政を取り巻く情勢は、都市と地方との

格差はかなりあります。また、同改革に伴い所得税から個人住民税へ税源

移譲されたことを受け、税の公平負担の原則に基づき市町村では更なる徴

収強化を図っていかなければなりません。 

当町においては、志賀原子力発電所２号機にかかる大規模償却資産の 
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課税が２年目となりますが、前年度から比べて５億円余りの減少となり、

年々減少することが見込まれ、この一時的財源におぼれることなく健全財

政の堅持を図り、下水道事業をはじめとする各特別会計への繰出金、公債

費負担、各種公共施設等の管理運営費の財政負担に対応すべく財政調整基

金等へ将来に向けて積み立てをして、進展する少子・高齢化に対応した 

介護・福祉等の事業や、各種子育て支援策の更なる充実、保育施設・小学

校の再編整備をはじめとする教育環境の整備、若者定住促進対策などの住

環境整備、産業振興の行政サービスを堅持してもらいたいと思います。 

一方で、昨年、地方自治体の財政健全度を測る４つの指標の公開を義務

付ける地方公共団体の財政の健全化に関する法律が成立したことにより、

町民が今まで以上に負担とサービスの連動性を理解する機会となり、町財

政に関心を寄せると思われます。 

時々の社会情勢によって多様化する行政需要に的確に対応していくには、

事業の取捨選択は当然でありますが、将来の健全財政の確保に向け、行政

と議会が一体となり、議論や検証検討を重ね、住民の理解を得ながら、 

行財政改革を推し進めるべきと考えます。 

執行部はじめ、職員ひとり一人が、これまでの体制等にとらわれること

なく、効率的かつ効果的な予算執行を念頭におき、住民福祉の向上に鋭意

努力されんことを要望いたしまして、予算特別委員長報告とさせていただ

きます。 

林  一夫議長 委員長の報告を終わります。 

      

（ 質  疑 ） 

林  一夫議長 これより、委員長報告に対する質疑を許します。 

        （発言なし） 

林  一夫議長 ご発言がありませんので、質疑なしと認めます。 

      

（ 討  論 ） 

林  一夫議長 これより、以上の各案に対する討論に入ります。 

        （発言なし） 
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林  一夫議長 ご発言がありませんので、討論なしと認めます。 

      

（ 採  決 ） 

林  一夫議長 これより、採決いたします。 

まず、町長提出 議案第４号を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 （起立 １７名） 

林  一夫議長 起立全員。 

 よって、本案は委員長報告のとおり、可決されました。 

次に、町長提出 議案第５号ないし第１２号を一括して採決いたしま

す。 

以上の各案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

以上の各案は、委員長の報告のとおり決することに、ご異議ありませ

んか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、以上の各案は、委員長報告のとおり、可決されました。 

続いて、町長提出 議案第１３号を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、本案は委員長報告のとおり、可決されました。 

        次に、町長提出 議案第１４号ないし第１６号を採決いたします。 

        各案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

        各案は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

        （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、各案は委員長報告のとおり、可決されました。 
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        続いて、町長提出 議案第１７号を採決いたします。 

        本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

        本案は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

        （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、本案は委員長報告のとおり、可決されました。 

次に、町長提出 議案第１８号を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

        本案は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

        （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員長報告のとおり、可決されました。 

続いて、町長提出 議案第１９号を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

        本案は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

        （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員長報告のとおり、可決されました。 

次に、町長提出 議案第２０号ないし第２１号を採決いたします。 

以上の各案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

        以上の各案は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

        （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、以上の各案は委員長報告のとおり、可決されました。 

続いて、町長提出 議案第２２号ないし第２６号を採決いたします。 

以上の各案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

        以上の各案は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

        （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、以上の各案は委員長報告のとおり、可決されました。 
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次に、町長提出 議案第２７号及び第２８号を採決いたします。 

        各案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

        各案は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

        （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、各案は委員長報告のとおり、可決されました。 

続いて、町長提出 議案第２９号を採決いたします。 

        本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに、賛成の諸君の起立を求めま

す。 

 （起立 １７名） 

林  一夫議長 起立全員。 

        よって、本案は委員長報告のとおり、可決されました。 

次に、町長提出 議案第３０号を採決いたします。 

        本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに、賛成の諸君の起立を求めま

す。 

 （起立 １７名） 

林  一夫議長 起立全員。 

        よって、本案は委員長報告のとおり、可決されました。 

続いて、町長提出 議案第３１号を採決いたします。 

        本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

        本案は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

        （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、本案は委員長報告のとおり、可決されました。 

次に、町長提出 議案第３２号を採決いたします。 

        本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに、賛成の諸君の起立を求めま

す。 
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 （起立 １７名） 

林  一夫議長 起立全員。 

        よって、本案は委員長報告のとおり、可決されました。 

続いて、町長提出 議案第３３号を採決いたします。 

        本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに、賛成の諸君の起立を求めま

す。 

 （起立 １７名） 

林  一夫議長 起立全員。 

        よって、本案は委員長報告のとおり、可決されました。 

次に、町長提出 議案第３４号ないし第４５号を一括して採決いたし

ます。 

以上の各案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

以上の各案は、委員長の報告のとおり決することに、ご異議ありませ

んか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、以上の各案は、委員長報告のとおり、可決されました。 

 

日程第３．各常任委員会及び議会運営委員会所管事務調査事項の 

         閉会中の継続審査の件 

林  一夫議長 続いて、各常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長からお手元に配

布のとおり、所管事務調査の閉会中継続審査の申し出がありましたので、 

これを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査にすることにご異議あ

りませんか。 

 （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、以上のとおり決しました。 
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        細川町長が、発言を求めておりますので、これを許します。 

細川 義雄町長 はい、議長。 

議長さんのお許しをいただきましたので、去る４日から開会されました

平成２０年第１回の志賀町議会定例会の終わりにあたり、一言御礼の言葉

を述べさせていただきます。 

今議会では、新年度の当初予算は、一般会計、特別会計及び企業会計を

合わせますと総額２７０億３千万円余りとなりました。また、平成１９年

度の補正予算、条例の制定・改廃、あわせまして議案４２件を上程させて

いただいたわけでありますが、議員各位には真摯にご審議を賜り、全議案

を可決いただき、本日閉会を迎えましたことに対しまして、心から厚く御

礼を申し上げます｡ 

会期中に議員各位の皆さんからいただきました御指摘、御提案などを

十分に踏まえて、更なる行財政改革に努め、真に町民が安全で安心して

暮らせる町づくりを念頭に予算の執行にあたる所存であります。特に来

年度は、新町まちづくり計画による事業が具現化する、所謂新志賀町の

基盤作りの年度と位置付け、各種事業に邁進いたしたいと思いますので、

御支援と御協力をお願い申し上げます。 

なおまた、会期中、志賀原子力発電所２号機の再起動申し入れについ

て、緊急に全員協議会の開催をお願いいたしましたところ、日曜日にも

かかわりませず協議をいただきました。 

私といたしましては、住民の代表である議会の意見を重く受け止め、

さらに、地元赤住区や町の原子力安全推進協議会、原子力安全・保安院、

県の原子力安全管理協議会など、所謂関係する各種機関での意見を尊重

し、再起動についての最終判断をさせていただきたい、このように思っ

ております。 

皆さんが異口同音におっしゃるように、私も北陸電力の再発防止策や

体質改善の意識が一過性ではなく継続することが最も重要であると、こ

のように認識しており、今後もさらに注視し、指導して参りたいと思い

ますので、 議員各位の皆さんの御指導、御鞭撻を心からお願いを申し

上げ、今議会の閉会にあたっての御礼の挨拶とさせていただきます｡ 
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どうもありがとうございます。 

       

（ 閉 議 ・ 閉 会 ） 

林  一夫議長 以上をもちまして、本日の日程をすべて終了し会議を閉じます。 

        これをもちまして、平成２０年第１回志賀町議会定例会を閉会いたしま

す。 

（午後２時４０分 散会） 
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議 長 報 告 

 

１．議長報告第６号 

閉会中継続審査について 

①議会運営委員会委員長 

②産業建設常任委員会委員長 

  ③総務常任委員会委員長 

④教育民生常任委員会委員長 

 

２．議長報告第７号 

 陳情について 

・ 「鳥獣被害防止特措法」関連予算を、鳥獣捕殺ではなく自然林復元と被害防除に使

うこと等を求める意見書提出に関する陳情 

・ 「非核日本宣言のよびかけ」に賛同し、政府に対し意見書の提出を求める陳情 

・ 原爆症認定制度の抜本的改善を厚生労働省に求める意見書についての陳情 

 

３．議長報告第８号 

 委員会審査報告 

  ①予算特別委員会委員長 

  ②産業建設常任委員会委員長 

③教育民生常任委員会委員長 

④総務常任委員会委員長 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

 

志賀町議会議長 
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